
 

第 72回岩手県環境影響評価技術審査会 

 

日 時  平成 29年９月 14日(木) 15:15～ 

場 所  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰﾘﾘｵ３階イベントホール 

 

次    第 

 

１ 開     会 

 

２ 議     事 

(１) 「（仮称）田野畑風力発電事業環境影響評価方法書」について 

   （資料№1～資料№4） 

(２) その他 

 

３ 閉     会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

資料№1：（仮称）田野畑風力発電事業に係る環境影響評価手続状況 

資料№2：（仮称）田野畑風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見（岩泉町・田野畑村・普代村） 

資料№3：（仮称）田野畑風力発電事業環境影響評価方法書意見の概要 

資料№4：(仮称)田野畑風力発電事業環境影響評価方法書に対する委員からの事前質問・意見及び事業者回答 



第 72 回岩手県環境影響評価技術審査会 出席者名簿 

 

【委 員】                               【敬称略・50 音順】 

氏 名 職   名 備考 

石 川 奈 緒 岩手大学理工学部助教 欠席 

伊 藤   歩 岩手大学理工学部准教授 欠席 

久保田 多余子 国立研究開発法人森林研究・森林整備機構企画部研究企画科企画室長 欠席 

齊 藤   貢 岩手大学理工学部准教授 出席 

佐 藤 きよ子 元一関工業高等専門学校教授 出席 

佐 藤 久美子 八戸工業高等専門学校准教授 欠席 

島 田 卓 哉 国立研究開発法人森林総合研究所東北支所研究グループ長 出席 

鈴 木 まほろ 岩手県立博物館専門学芸員 出席 

高 根 昭 一 秋田県立大学システム科学技術学部准教授 出席 

鷹 觜 紅 子 有限会社鷹觜建築設計事務所代表取締役 出席 

中 村   学 岩手県立盛岡第一高等学校指導教諭 出席 

平 井 勇 介 岩手県立大学総合政策学部講師 出席 

平 塚   明 岩手県立大学総合政策学部教授 出席 

由 井 正 敏 東北鳥類研究所所長 出席 

 

 

【事務局】 

氏 名 職   名 備考 

小野寺 宏 和 環境保全課 総括課長  

藤 村   朗 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当課長  

佐 藤 高 久 自然保護課 自然公園担当課長  

菊 池 恭 志 環境保全課 主任主査  

吉 田 拓 司 環境保全課 技師  

山 岸 孝 気 県民くらしの安全課 技師  

池 田 享 司 資源循環推進課 主査  

千 葉 隆 一 自然保護課 主任主査  

高 橋 香菜子 都市計画課 技師  

福 地 千 春 建築住宅課 主査  

本 山 信 一 環境保全課 主査  

熊 谷 綾 子 環境保全課 主査  

 



（仮称）田野畑風力発電事業に係る環境影響評価手続状況 

 

 

事業の名称 （仮称）田野畑風力発電事業 

適用区分 法第１種 

事業の種類 風力発電所の設置 

事業の規模 出力 90,000kW 

事業の実施区域（予定地） 岩泉町、田野畑村及び普代村 

事業者の名称 日本風力開発株式会社 

環境影響評価手続者 同上 

配慮書 

提出 平成２８年１１月３０日 

縦覧期間 平成２８年１２月 １日～平成２９年 １月 ５日 

住民等の意見書の提出期間 平成２８年１２月 １日～平成２９年 １月 ５日 

技術審査会の審査 平成２９年 ２月 ９日 

知事意見の送付 
平成２９年 ３月 ２日 

（期限：平成２９年１月２９日）※60 日 

方法書 

提出 平成２９年  ５月１９日 

縦覧期間 平成２９年 ５月１９日～平成２９年 ６月１９日 

住民等の意見書の提出期間 平成２９年 ５月１９日～平成２９年 ７月 ３日 

説明会 平成２９年 ６月 ２日～平成２９年 ６月 ３日 

意見の概要書の提出 平成２９年 ７月２１日 意見：２０件 

技術審査会の審査 平成２９年 ９月１４日 

知事意見の送付 
平成２９年  月  日 

（期限：平成２９年１０月１９日）※90 日 
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（仮称）田野畑風力発電事業環境影響評価方法書に対する委員からの 

事前質問・意見及び事業者回答 

 

 

【１】 

≪方法書≫ p2.2-1（p3） 

 発電出力の最大を 90,000kW、発電機の基数を 25 基としているが、予測・評価段階で設置

箇所の見直しがあれば、基数が減ることもあると考えてよいかお教えいただきたい。 

（齊藤 貢委員） 

【回答】 

 方法書に示した風力発電機の基数は 3,600kW 級の風力発電機の設置を前提として最大数を設置

する計画であり、今後の設計により基数が変更となる可能性もあります。 

 

【２】 

≪方法書≫ p3.1-10（p28） 

第 3.1-8 表について、久慈市八日町測定局では光化学オキシダントの測定を行っておらず、

宮古市横町測定局では微小粒子状物質及び光化学オキシダントの測定を行っているので、表中

の記載に誤りがあるので修正いただきたい。 

    （沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター） 
【回答】 

 誤記について申し訳ありません。準備書段階では適切に修正します。 

 

 

【３】 

≪方法書≫ p3.1-30～p3.1-67（p48～85） 

付近に希少な動植物が確認されているため、影響がないように配慮すること。また、付近に

希少な鳥類が確認されており、営巣地が存在している可能性があるので、影響がないように配

慮するとともに、繁殖期間中の施工は自粛をお願いしたい。 

             （沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター） 
【回答】 

 御指摘の内容、現地調査結果及び有識者へのヒアリング結果等を踏まえ、影響の低減を図って

まいります。また、希少な鳥類の営巣地が近くに存在する場合には、繁殖期の工事規模の調整等

の環境保全措置を検討します。 

 

 

【４】 

≪方法書≫ p3.1-30～p3.1-67,p6.2-2,p7.2-1～p7.2-28（p48～p85,p246,p332～p359） 

開発予定区域内は、希少な植物、哺乳類の生息が確認されていることから、専門家等の意見

を踏まえた上で、十分な対策を講ずるよう検討すること。 

                                  （自然保護課） 
【回答】 

 御指摘を踏まえ、今後の現地調査及び有識者へのヒアリング結果を踏まえ、環境保全措置を検

討します。 

 

 

資料№４ 

SS17081112
タイプライタ
-25-



 

 

【５】 

≪方法書≫ p3.1-66,p3.2-16,p3.2-72（p84,p110,p166） 

西側の区域の北側に水源かん養保安林が存在しており、その東西に水道水源が分布していま

す。 

風車を設置するための保安林の伐採などがこれらの水道水源の水質や水量に及ぼす影響を予

測・評価し、影響が生じると評価される場合は、事業実施区域の見直しを検討していただきた

い。                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

 改変に伴い発生する濁水に関する水質の予測については既存の知見を参考に、「改変区域から

流出した濁水が土壌に浸透するまでの距離を推定する」手法で行います。 

 水道水源の存在する河川については、その周辺において水質を測定しており、仮に前述の予測

において濁水が河川へ到達すると予測された場合には、濁水が流入した際の河川の濁りの変化の

程度を定量的に算出し、水道水源となる河川の水質への影響を予測及び評価します。影響が生じ

ると評価される場合には事業実施区域の見直しを検討致します。 

御質問の水量の変化（水源涵養保安林の機能の変化）については、明示的な手法が無いため定

量的に予測する事が困難と考えていますが、可能な限り改変面積を低減する等の環境保全措置を

講じることで、影響の低減を図ります。 

 また、保安林内での開発については、保安林制度の一環で指定解除または行為制限等の判断が

行われます。そのため、森林管理署等の関係機関との協議を行い、関係機関の要望等を踏まえな

がら保安林の機能維持に支障を及ぼさないような計画を検討して参ります。ただし、指定解除や

行為制限等の具体の計画に直結する協議については、準備書に対する経済産業大臣勧告が発出さ

れ、事業計画が概ね固まった段階である事が求められるため、準備書の届出段階では事前相談ま

での対応となります。 

 

 

【６】 

≪方法書≫ p3.2-23～p3.2-24（p117～p118） 

 第 3.2-10 図を見ると、東西にある本対象事業実施区域の間が三陸沿岸道路建設中とある。

本事業の工事工程と三陸沿岸道路建設工事の工程が重なることはあるのかお教えいただきた

い。 

また、もし重なった場合、環境影響についてどのように評価するか考えを聞かせていただ

きたい。                             （齊藤 貢委員） 

【回答】 

 現段階での三陸沿岸道路の開通見通しとしては、尾肝要～普代の区間、田野畑南～尾肝要の区

間共に平成 32 年度となっております。本件の工事着工予定時期が平成 32 年であるため工事期間

の重複の可能性はあります。 

「国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所」に事業計画について聴取を行ったところ、三

陸沿岸道路工事のピークは今年（平成 29 年）から来年（平成 30 年）あたりになることから、本

事業の工事着工時期である平成 32 年度における「三陸沿岸道路」の建設については舗装レベル

の工事であり、主だった工期が被ることはないとの見解をいただきました。 

また、平成 32 年度の詳細な工事計画はない為、開示できないと国土交通省 東北地方整備局 

三陸国道事務所より回答頂いており、累積的影響を正確に把握することは難しいと考えておりま

す。 
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【７】 

≪方法書≫ p3.2-25～p3.2-27（p119～p121） 

第 3.2-11 図を見ると、東西にある本対象事業実施区域の間に配慮すべき施設や多くの住居

が存在している。風力発電機に挟まれた地域の環境影響について評価した事例があるかどう

かを調査していただき、丁寧な予測・評価を実施していただきたい。  （齊藤 貢委員） 

【回答】 

 御指摘を踏まえ、丁寧に対応して参ります。 

 

 

【８】 

≪方法書≫ p3.2-54（p148） 

第 3.2-40 表(1)の特定有害物質の種類の「クロロエチレン（別名塩化ビニル及び塩化ビニル

モノマー）」は、正しくは「クロロエチレン」であるので修正いただきたい。 

なお、第 3.2-29 表及び第 3.2-30 表は「クロロエチレン（別名塩化ビニル及び塩化ビニルモ

ノマー）」で良い。    （沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター） 
【回答】 

 記載について、準備書において適切に修正します。 

 

 

【９】 

≪方法書≫ p3.2-60～p3.2-74（p154～p168） 

「２．自然関係法令等」のところで、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づく緑の回

廊及び保護林について言及されていないが、対象事業実施区域及びその周囲には、緑の回廊及

び保護林は存在しないのかお教えいただきたい。          （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

対象事業実施区域及びその周囲には、緑の回廊は存在しませんが、周辺区域においてアカマツ

の保護林は存在します。 

保護林の位置を別添資料 Q9 に示します。 
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【別添資料 Q9】保護林位置図 
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【10】 

≪方法書≫ p4.3-18～p4.3-19（p194～p195） 

第 4.3-3 図「現存植生図」が細かく分かりにくいので、拡大した図面を提供していただきた

い。                             （鈴木 まほろ委員） 

【回答】 

拡大図を別添資料 Q10 に示します。 
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【別添資料 Q10】植生図拡大 

  

第 4.3-3図(1)-1 文献その他資料による現存植生図と事業実施想定区域（西側）  

「第 2 回自然環境保全基礎調査（植生調査）昭和 54 年度調査（国土地理院発行 5 万分の 1 地形

図名：陸中野田、岩泉）」（環境庁、昭和 56年）より作成 
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【別添資料 Q10】植生図拡大 

 

第 4.3-3図(1)-2 文献その他資料による現存植生図と事業実施想定区域（東側）  

「第 2 回自然環境保全基礎調査（植生調査）昭和 54 年度調査（国土地理院発行 5 万分の 1 地形

図名：陸中野田、岩泉）」（環境庁、昭和 56年）より作成 
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【別添資料 Q10】植生図拡大 

 

第 4.3-3図(2)-1 文献その他資料による現存植生図と事業実施想定区域（西側）  

「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査データベース 第 6-7 回植生調査重ね

合わせ植生(1/25,000植生図)」（環境省 HP、閲覧：平成 29年 7月）より作成 
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【別添資料 Q10】植生図拡大 

 

第 4.3-3図(2)-2 文献その他資料による現存植生図と事業実施想定区域（東側） 

「生物多様性情報システム自然環境保全基礎調査データベース 第 6-7 回植生調査重ね

合わせ植生(1/25,000植生図)」（環境省 HP、閲覧：平成 29年 7月）より作成 
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【11】 

≪方法書≫ p4.3-39～p4.3-47（p215～p223） 

事業実施想定区域は岩手県景観計画区域です。一般地域の農山漁村景観地区に指定されてお

り、岩手県景観計画で定める景観形成基準への適合に努めることが必要です。 

また、景観法第 16 条第１項に基づく届出が必要です。         （都市計画課） 

【回答】 

 ご指摘のとおり、岩手県景観計画で定める景観形成基準への適合に努めるとともに、景観法第

16 条第 1項に基づく届出を行います。 

 

 

【12】 

≪方法書≫ p6.2-10～p6.2-11（p254～p255） 

大気質（窒素酸化物及び粉じん）調査の一般環境調査地点の選定（第 6.2-1 図(1)からは沿

道のように見える）について、道路沿道調査地点との違いがわかるように詳しく説明してい

ただきたい。                           （齊藤 貢委員） 

【回答】 

 調査地点の設定について、一般環境地点では特定発生源の影響を受けないような地点において、

広く一般的な環境を代表できる場所、沿道環境地点では車両からの影響を把握する地点として設

定しており、道路からの離隔を取って機器を設置しています。 
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【13】 

≪方法書≫ p6.2-30～p6.2-33（p274～p277） 

事業実施区域およびその周辺には、多様なコウモリ類が生息すると思われます。特に、ヤマ

コウモリ、ヒナコウモリ類は風力発電機との衝突（バットストライク）が国内でも報告されて

おり、本事業においても、バットストライクは現実的なリスクであると認識し、そのリスクを

評価し、緩和策を検討できるような調査を実施する必要があると考えるが、見解を伺いたい。 

 

また、調査項目自体は妥当なものであると考えますが、どの程度の調査努力を払うのかが明

示されていません。コウモリの捕獲調査は一季何日行う予定なのか、高度別飛翔状況調査はど

のくらいの期間行う予定なのか、お教えいただきたい。 

 

夏後期から秋にかけてコウモリの移動が盛んになると言われていますが、具体的な日程を予

測することは困難ですので、飛翔状況調査はできる限り長期間実施する必要があります。 

また、春はコウモリの捕獲調査を行わない予定になっていますが、春も調査を行うべきであ

ると考えますが、見解を伺いたい。 

 

なお、コウモリ調査の際には，コウモリが確認されたときの風速・風向、天気、月齢なども

合わせて記録していただきたい。これらの情報は、稼働後にバットストライクの発生により何

らかの対処（カットイン速度の変更など）が必要となったときに、有益な情報となるものと期

待されるが、見解を伺いたい。                  （島田 卓哉委員） 

【回答】 

風力発電機へのバットストライクについては、国内での知見が少ないことから有効な対策が確

立されていないものと考えます。本事業では、任意観察調査（サーチライトによる調査を含む）、

捕獲調査、高高度の飛翔状況調査を実施することで、対象事業実施区域及びその周囲の状況を把

握し、可能な限り低減策を検討いたします。 

コウモリ類の捕獲調査は、一季あたり 3 日程度の実施となります。捕獲調査地点は 6 地点とし、

1 晩で 2 地点を実施しております。高高度の飛翔状況調査は、6 月、8 月、9 月の各月 1 回として、

1 週間の連続したデータを取得予定であり、コウモリの飛翔が増えると考えられる時期として、

夏季（初夏及び盛夏）、秋季に回調査することとしました。ご指摘の春季については、コウモリ

の飛翔が 6～9 月に比べて相対的に少ない時期と考えており、初夏の調査を行うことで、可能な

限り多くの種を把握できるよう調査時期を設定しました。 

現在、風況観測塔が 3箇所に設置されているため、それぞれに設置いたします。 

（観測搭設置位置は補足説明資料の p15 を参照ください） 

調査時期については、6 月から 8 月の繁殖期、9 月の渡り時期として設定をしております。活

動が活発になる時期に調査することにより、高高度の飛翔状況調査や捕獲調査により種の把握に

努めることを目的としております。 

なお、コウモリ類の調査時には、風速・風向、天気、月齢を記録いたします。 
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【13】 

≪方法書≫ p6.2-33（p277） 

コウモリ調査に使用する風況観測塔は、何台なのかお教えいただきたい。 

また、高所のコウモリ飛翔記録を得た後に、コウモリの風車衝突回避を図る方法やプロセス

を説明いただきたい。                       （由井 正敏委員） 

【回答】 

現在、風況観測塔が 3箇所に設置されているため、それぞれに設置いたします。 

コウモリ類の高高度の飛翔状況調査においては、記録された周波数帯（20kHz、50kHz、

100kHz）ごとに出現回数をとりまとめ、日別の風速ごとの飛翔頻度や出現時間などから衝突を可

能な限り回避できるような保全策があるかどうかを検討いたします。また、サーチライトにより

記録されたデータから、一定範囲の生息密度を算出し、衝突回避といった保全策を検討する上で

の基礎資料となるデータを得ることを予定しております。 

 

 

【14】 

≪方法書≫ p6.2-43（p287） 

希少猛禽類調査地点から可視できる範囲を、図で示していただきたい。 

                               （由井 正敏委員） 

【回答】 

猛禽類調査地点からの視野範囲を別添資料 Q14 に示します。 
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【別添資料 Q14】猛禽類調査地点視野図 

 

図 猛禽類調査地点の視野図（対象事業実施区域西側エリア） 
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【別添資料 Q14】猛禽類調査地点視野図 

 

図 猛禽類調査地点の視野図（対象事業実施区域東側エリア） 
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【15】 

≪方法書≫ p6.2-50（p294） 

典型性の注目種としてタヌキを扱っているので、バードストライクやバッドストライクの実

態を事後調査するに当たり、死骸を食べるタヌキが風車に寄ってきているか否かを把握する必

要がある。 

そのため、事前と事後で同じ方法で風車周辺のタヌキの痕跡等を定量的に調査したほうがよ

いと考えられるが、事業者の見解を伺いたい。            （由井 正敏委員） 

【回答】 

典型性の注目種としてタヌキを選定しておりますが、風力発電機設置予定位置西側の尾根部に

ついては、林道が整備されておらず、伐採等も予定されていないため、現状では死骸を食べるタ

ヌキ等の哺乳類を定量的に調査することは非常に難しい状況であると考えます。 

ただし、尾根部のタヌキ等の哺乳類の痕跡は記録しており、測量等により尾根部へのアクセス

が容易になった時点で、工事前及び供用後にタヌキ等の利用の変化を把握する調査を検討いたし

ます。 

 

 

【16】 

≪方法書≫ p7.2-1（p332） 

土地の掘削その他の土地の形質の変更（以下「土地の形質の変更」という。）であって、そ

の対象となる土地の面積が環境省令で定める規模（3,000 ㎡）以上のものに該当する場合は、

当該土地の形質の変更に着手する日の 30 日前までに、土壌汚染対策法第４条第１項に規定す

る「一定規模以上の土地の形質の変更届」により、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定

日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出ることが必要です。 

       （環境保全課、沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター） 

【回答】 

 ご指摘のとおり、土壌汚染対策法に基づく届出を行います。 

 

 

【17】 

≪方法書≫ p7.2-27 ほか（p358 ほか） 

第 7.2-12 図で、配慮書と比べて事業実施想定区域の東側で絞込み、また中央の道路部の範

囲を複数に変更していますが、その理由をお教えいただきたい。    （伊藤 歩委員） 

【回答】 

配慮書時点では、住宅より一定の離隔を確保した上で、風力発電機を設置する可能性のある範

囲を広く設定しました。方法書時点では、配慮書以降の現地踏査の結果を踏まえ、東側の区域の

北端は周囲の道路からの風車の搬入が困難と考え除外しました。 

また、中央の道路部の範囲について、当初は送電線の埋設のみを想定していましたが、風力発

電機の輸送ルートの検討対象を複数確保する目的で対象事業実施区域に追加し、現地調査を行う

事としました。 
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